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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「住友事業精神」と「企業理念」を基礎に、株主をはじめ全てのステークホルダーに期待され信頼されるグローバルな企業として、快適で
魅力ある新しい生活価値を創出し続け、持続的に企業価値を高めていくことを経営の基本方針としており、この方針のもと、コーポレート・ガバナン
スの充実を重要な経営課題の一つと位置づけています。

この経営課題実現に向けた取り組みを通じて、経営全般の効率性を確保するとともに、社会と当社との信頼関係の強化、当社の公平性・透明性
の向上を目指すべく、以下の基本的な考え方を策定し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図っていきます。

A)株主の権利およびその行使の機会を確保すべく、環境を整備していきます。

B)様々なステークホルダーとの適切な協働を通じ、企業価値の向上を図ります。

C)当社の財務・非財務情報を正確かつ適切に開示します。

D)取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向性についての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審議する経営会議を
設置しています。また、常勤監査役・独立社外監査役による厳正な監査、独立社外取締役による客観的な監督を通じ、取締役会の公平な運営の
確保に努めます。

E)株主との対話を通じ、企業価値の持続的な向上に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

＜原則４－２：取締役会の役割・責務(2)＞

＜原則４－２(1)：経営陣の報酬（中長期業績との連動）＞

株式報酬という形式でのインセンティブ付は行っていませんが、役員持株会を通じた自社株取得の奨励や、賞与において中長期計画の達成状況
を勘案するなど、当社の持続的な成長につながるようなインセンティブ付を行っています。中長期的な業績と連動する報酬や株式報酬について
は、株主との対話を通じ、当社にとって最適な導入時期や形態等の検討を引き続き進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

＜原則１－４：政策保有株式の保有方針、議決権行使基準の開示＞　

(1)政策保有に関する方針：当社は、当社の持続的・中長期的な企業価値の向上、安定した企業運営、取引先との関係強化等を目的とし、当社の
取引先等の株式を保有することがあります。ただし、これらの株式については、毎年当社の取締役会において、保有に付随するリスクおよび保有
により所期の目的が達成できるか否か等、リターンとリスクを踏まえて総合的に判断し、中長期的な検証を実施することとしています。

(2)議決権行使に関する基準：当社は、株主として当社が投資先企業の企業価値向上に貢献できるか否か、当社の中長期的な企業価値向上に繋
がるか否かを総合的に判断し、投資先企業との対話を通じ議決権を行使することとしています。

＜原則１－７：関連当事者間の取引に関する手続きの策定とその枠組み開示＞

当社は、取締役・監査役の利益相反取引や競業取引、主要株主等との関連当事者取引については、取締役会決議事項として定期的に監視する
とともに、会社法等の適用法令や東京証券取引所の規則に従い対外的に開示し、会社や株主共同の利益が阻害されないような体制を整えてい
ます。

＜原則３－１：情報開示の充実＞

(i)経営理念、経営戦略、経営計画

私たち住友ゴムグループは、企業の社会的使命を果たすために、グループ全社員の幸せを追及し、広く地域・社会に貢献し期待され信頼されるグ
ローバルな企業として、快適で魅力ある新しい生活価値を創出し続ける事を企業理念に掲げています。そしてその企業理念を実践するためのバッ
クボーンとして、「住友事業精神」をベースに制定したのが「住友ゴムWAY」です。当社では「企業理念」と「経営ビジョン」の実現を目指して、社員の
行動、判断のベースとなる共通の価値観や考え方、仕事の進め方の共有を「住友ゴムWAY」を通じて図っていき、住友ゴムグループの強みの源泉
として定着させてまいります。

・「企業理念」「長期ビジョン」については、当社ホームページ(http://www.srigroup.co.jp/corporate/management.html)をご参照ください。

(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

「１．基本的な考え方」の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。

(iii)経営陣幹部・取締役の報酬決定方針・手続

(1)取締役および執行役員報酬の構成は基本報酬及び賞与とし、基本報酬は職位・職務内容・責任・会社業績等を総合的に勘案して決定していま
す。取締役報酬については株主総会において承認された枠内で支給しています。

(2)賞与は、会社業績及び職務遂行に対する業績評価に基づき配分額を決定しています。

(3)取締役および執行役員の報酬は、独立社外役員を過半数とする指名・報酬委員会で客観的かつ公平に検討し、取締役会への答申を経て決定
します。

(iv)取締役・監査役候補の指名の方針と手続き

(1)取締役は、実効的なコーポレートガバナンスに資するか否か、取締役会構成員の知識・経験等の多様性が確保できるか否か等、当社の持続的
な企業価値向上に資するか否かを勘案のうえ選任しています。



(2)監査役は、取締役の職務執行の監査等の職務を、独立した客観的な立場から、株主を初めとする全てのステークホルダーのため公平に実施
し、当社の持続的な成長に寄与できるか否かを勘案のうえ選任しています。

(3)取締役・監査役候補者の選任は、独立社外役員を過半数とする指名・報酬委員会で客観的かつ公平に検討し、取締役会への答申を経て決定
します。

(v)取締役・監査役候補の個々の選任・指名の説明

取締役候補者および監査役候補者の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。

＜原則４－１－１：取締役の経営陣に対する委任の範囲の開示＞

当社では、取締役会規則、経営会議規則等の決裁権限に関する各種規程を制定し、それぞれの機関での決裁事項を明確に定めることで、取締
役会からの権限委譲、経営陣による迅速・果断な意思決定を支援する体制を整備しています。

＜原則４－９：独立社外取締役の独立性判断基準の開示＞

当社は、社外取締役の独立性について、東京証券取引所の定める独立性基準を前提に、当社の中長期的な安定的成長に寄与できるかどうか、
という観点から、その独立性を判断しています。

また、下記に該当する候補者については、下記項目への該当が独立性を害するか否かについて、他の候補者に比較して慎重に吟味するととも
に、当該候補者との関係、独立性があると判断した理由につき、可能な範囲で開示する予定にしております。

(1)過去に当社又はその子会社の業務執行者であった者、(2)過去に当社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であっ
た者、(3)過去に当社の兄弟会社の業務執行者であった者、(4)過去に当社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者、(5)過去に当社の主
要な取引先の業務執行者であった者、(6)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（法人、組合等の団体であるもの限る）に過去に所属していた者、(7)当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業
務執行者又は過去に業務執行者であった者）、(8)(1)～(7)の近親者、(9)当社の取引先又はその出身者、(10)当社と社外役員の相互就任の関係に
ある先の出身者、(11)当社が寄付を行っている先又はその出身者

＜原則４－１１－１：取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の考え方＞

当社の取締役会は、複数の独立社外取締役を含め、経理、グローバル戦略、企業経営、販売、法律等、取締役会の機能を発揮できる適切な人数
の、各分野の専門家でバランス良く構成しています。今後の取締役候補者選定の際にも、当社の企業価値向上に寄与できる人材を、指名・報酬
委員会での議論を経て選出していく予定です。

＜原則４－１１－２：取締役・監査役の兼任状況の開示＞

「株主総会招集通知(事業報告)(当社ホームページの http://www.srigroup.co.jp/ir/shareholder/guidance.htmlに掲示)」をご参照ください。

＜原則４－１１－３：取締役会の実効性の分析・評価の実施及びその概要の開示＞

当社取締役会は、取締役会の実効性の分析・評価を行うにあたり、取締役会の構成や運営状況等に関するアンケート調査を、2016年9月から10
月にかけて取締役及び監査役全員を対象に実施し、得られたアンケート結果を基に取締役会において議論を行いました。

その結果、取締役会の構成人員や人数、開催頻度や審議時間等の運営状況、取締役会における審議等の実施状況および業務執行の監督の状
況等の各方面において、取締役会の実効性が概ね確保されていることを確認しました。

一方、取締役会での戦略的な議論の拡大、役員への事前の情報提供の充実といった点について、取締役会審議の更なる活性化に向けた提言が
あり、今後も引き続き、活発な議論を促進するための環境整備に取り組んでいくことを確認しました。

＜原則４－１４－２：取締役・監査役に対するトレーニングの方針の開示＞

当社では、社内取締役および執行役員を、当社が費用を負担したうえで外部の役員研修に参加させており、参加した役員は上場会社の重要な統
治機関の一翼を担う者として必要な知識を習得しています。新たに当社の社外役員に就任する者に対しては、当社の最新の事業概要、直近の業
績、対処すべき課題等、当社役員として当社の企業利益向上のための助言を行うにあたって必要な情報に関する説明を実施しています。

＜原則５－１：株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針の開示＞

当社は、以下の方針に基づき株主との対話を実施し、企業価値の向上を図っていきます。

A) IRに関しては経理担当役員が、SR（Shareholder　Relations）に関しては総務担当役員が、それぞれ受け持つことで、各種ステークホルダーの関

心に応じた対話の実現を目指しています。

B) 当社では、上記のIR、SR活動のための資料作成や情報収集において、経営企画、総務、経理、法務の各部門が全社横断的に有機的に連携

し、株主や機関投資家等との建設的な対話をサポートしています。

C) 当社では、株主総会や招集通知での十分な情報開示を初め、CSR報告書での各種CSR活動状況の発信、株主通信やアニュアルレポートでの

企業概況の開示等の情報発信を適時に実施しています。また、決算説明会も実施し、株主や投資家とのコミュニケーションの促進に努めていま
す。

D) 株主や投資家等との対話で得られた意見等は、当社の企業価値を一層向上させるための貴重なヒントととらえ、経営陣幹部での共有を図りつ

つ、意見等を具現化することの要否や方法を随時検討しています。

E) 株主や投資家との対話に際しては、インサイダー取引となる危険が無いよう、説明内容や開示資料を事前に外部のコンサルタント等にも確認し

たうえで、対話の際の資料としています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

住友電気工業株式会社 75,445,145 28.68

JP MORGAN CHASE BANK 385632 9,858,891 3.75

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,481,800 2.84

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,149,300 2.72

株式会社三井住友銀行 5,214,700 1.98



住友商事株式会社 4,804,600 1.83

全国共済農業協同組合連合会 4,054,100 1.54

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 3,798,175 1.44

CBNY-ORBIS SICAV 3,583,006 1.36

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,315,100 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 ゴム製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社子会社のうち、証券取引所に上場している会社は、ダンロップスポーツ株式会社であります。

当社は、当該上場子会社が自主的な経営体制のもとで企業価値の向上を図ることが、グループ全体の総合力の向上だけでなく当社本体の企業
価値向上にも資するものと考えており、当該上場子会社の事業活動についての独立性を尊重しつつ、緊密に連携を図っております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高坂　敬三 弁護士

内桶　文清 他の会社の出身者 ○ ○

村上　健治 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高坂　敬三 ○

社外取締役高坂敬三氏は弁護士でありま
す。同氏が所属する色川法律事務所、社
外監査役を務める東洋アルミニウム株式
会社、積水化成品工業株式会社、株式会
社テクノアソシエと当社の間に重要な取引
関係はありません。

企業法務に精通した弁護士としての豊富な知
見を活かし、客観的見地から有益な提言や意
見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバ
ナンスの向上が期待できるものと判断し、選任
しております。



内桶　文清 ○

社外取締役内桶文清氏は住友電気工業
株式会社代表取締役副社長であります。
なお、住友電気工業株式会社は当社の主
要株主（持株比率約28.68%）ですが、内桶
氏個人と当社との間で特別な利害関係は
ありません。また、同社は当社との間でタ
イヤ原材料等の取引関係がありますが、
その取引高は当社および同社の連結売
上高の1.0％以下であることから、同社に
対する依存度は低く、同社から過大な影
響を受けることはなく、一般株主と利益相
反が生じるおそれはないと判断しておりま
す。

住友電気工業株式会社における取締役として
の経験を活かし、企業経営全般に対し有益な
助言や意見表明を行っており、当社のコーポ
レート・ガバナンスの向上が期待できるものと
判断し、選任しております。

村上　健治 ○

社外取締役村上健治氏は、2012年3月ま
で大和ハウス工業株式会社の代表取締
役副会長でありました。同社と当社の間に
重要な取引関係はありません。

大和ハウス工業株式会社において代表取締役
社長、代表取締役副会長として企業経営に関
与した経験を通じ、企業経営全般に関する豊
富な知見を有しており、新たに社外取締役に就
任いただくことにより、当社のコーポレート・ガ
バナンスの更なる向上が期待できるものと判断
し、選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 8 0 2 3 0 3
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 8 0 2 3 0 3
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会の設置を取締役会において決議しております。

委員構成において「その他」に該当する委員は、社外監査役です。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

各監査役は、監査役会が定めた監査計画・方針にもとづき、取締役会等重要な会議への出席、取締役や内部監査部門等からの職務状況の聴
取、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所、子会社への往査を行うとともに、他の監査役から監査状況等の報告を受け、また、会計監
査人とも適宜連携を取って業務を遂行しております。

内部監査部門として社長直轄の監査部（12名体制）を設置しております。また、監査役付スタッフとして専任１名を置いております。監査部は、監査
方針、年間内部監査計画等にもとづき、各部署及び関係会社の業務執行状況について、有効性・効率性及びコンプライアンス等の適切性の観点
から、本社及び主要な事業所、子会社への往査を行い、グループ全体の監査を行っている他、財務報告に係る内部統制の評価を実施しておりま
す。内部監査の結果及び改善のための提言は、代表取締役社長に報告されると共に監査役会にも報告され相互連携を図っております。また、会
計監査人とも適宜連携を取って業務を遂行しております。会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、同監査法

人が会社法及び金融商品取引法にもとづく会計監査を実施しております。

当期において業務を執行した公認会計士は、黒木　賢一郎氏、谷 尋史氏、三井孝晃氏の３名であります。また当期の会計監査業務に係る補助者

は、公認会計士23名、その他17名であります。なお、監査役 野口紀之氏は、当社において相当の期間、経理・財務を担当し、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。監査役 佐々木保行氏は、当社及び住友電気工業株式会社において相当の期間、経理・財務を担当し、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 加護野忠男氏は、経営学に関する学識経験者として企業経営に精通しており、財

務および会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 村田守弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。監査役 赤松哲治氏は、大阪瓦斯株式会社において相当の期間、経理・財務を担当し、財務および会計に関す

る相当程度の知見を有しております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

加護野　忠男 学者

村田　守弘 公認会計士

赤松　哲治 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

加護野　忠男 ○

社外監査役加護野忠男氏は、甲南大学
特別客員教授であります。同氏が特別客
員教授を務める甲南大学、社外監査役を
務めるＮＴＮ株式会社と当社の間に重要な
取引関係はありません。

経営学を専門とする大学教授としての高度な
学術知識と豊富な見識を活かし、社外監査役と
して客観的見地から取締役の業務執行に対し
て意見表明を行っており、当社の監査体制の
強化に資するものと判断し、選任しております。

村田　守弘 ○

社外監査役村田守弘氏は公認会計士、
税理士であります。同氏が代表を務める
村田守弘会計事務所、同氏が社外取締
役を務めるカゴメ株式会社、同氏が社外
監査役を務めるコクヨ株式会社と当社の
間に重要な取引関係はありません。

公認会計士・税理士としての財務および会計に
関する相当程度の知見と、カゴメ株式会社にお
ける非常勤の監査役としての監査業務の経験
を活かし、社外監査役として客観的見地から取
締役の業務執行に対して意見表明を行ってお
り、当社の監査体制の強化に資するものと判
断し、選任しております。

赤松　哲治 ○

社外監査役赤松哲治氏は、2005年5月ま
で株式会社キンレイの代表取締役社長で
ありました。同社と当社の間に重要な取引
関係はありません。

株式会社キンレイにおいて取締役社長として、
また株式会社コージェネテクノサービス(現 株

式会社クリエイティブテクノソリューション) にお

いて監査役として企業経営に関与した経験と企
業経営に関する豊富な見識を有しており、当社
の監査体制の強化に資することを期待し、選任
しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員全員について、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、届出ております。

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は取締役の報酬等の構成を基本報酬及び賞与とし、株主総会において承認された報酬額の枠内で支給しております。基本報酬は、職位や
担当する職務内容、責任の度合いおよび会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しており、賞与は、会社業績および職務遂行に対する業績
評価にもとづき配分額を決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

＜2016年1月1日～2016年12月31日の取締役の報酬＞

492百万円／12名

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

(1)取締役および執行役員報酬の構成は基本報酬および賞与とし、基本報酬は職位・職務内容・責任・会社業績等を総合的に勘案して決定してい
ます。取締役報酬については株主総会において承認された枠内で支給しています。

(2)賞与は、会社業績および職務遂行に対する業績評価に基づき配分額を決定しています。

(3)株式報酬という形式でのインセンティブ付は行っていませんが、役員持株会を通じた自社株取得の奨励や、賞与において中長期計画の達成状
況を勘案するなど、当社の持続的な成長につながるようなインセンティブ付を行っています。中長期的な業績と連動する報酬や株式報酬について
は、株主との対話を通じ、当社にとって最適な導入時期や形態等の検討を引き続き進めてまいります。

(4)取締役および執行役員の報酬は、独立社外役員を過半数とする指名・報酬委員会で客観的かつ公平に検討し、取締役会への答申を経て決定
します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行うことができるよう取締役会に付議される事項の内容につ
いて事前に説明を受けております。

社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員ならびに会計監査人から適宜
報告および説明を受けたうえで監査を実施しております。なお、当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査および会計監
査に適切に反映し、それらの実効性の向上をはかっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役会設置会社の形態を採用しており、取締役、株主総会および会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。取締役会は、経
営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。本報告書提出日現在で取締役は11名、うち社外取締役は３名
の体制であります。

監査役は、独任制の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。本報告書提出日現在で監査役は５名の体制であります。監査役５名
の中から２名を常勤監査役として選定し、常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類の確認を行っております。

監査役会は監査役全員で構成しており、経営監査機能強化の観点から、監査役５名のうち３名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うこと
ができる体制としております。

上記の会社法上の機関に加え、社内取締役と社長の指名した執行役員で構成する経営会議を設置し、常勤監査役の出席のもとで、経営上重要
と思われる事項の審議もしくは報告を通じて、迅速な経営判断を行っております。経営の監督と執行の分離を進め、各事業の責任と権限を明確化
し、環境変化に即応するスピーディな経営体制をとることを目的として平成15年３月より執行役員制を導入しております。本報告書提出日現在で執
行役員は27名、うち取締役を兼務しない執行役員は19名であります。

また、役員指名や報酬決定手続きの客観性・透明性を図るべく、独立社外役員を過半数、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮
問機関「指名・報酬委員会」の設置を平成27年12月の取締役会において決定しました。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、株主をはじめ全てのステークホルダーに期待され信頼されるグローバルな企業として企業価値を高めていくことを経営の基本方針とし、こ
の方針のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置づけております。経営全般の効率性を確保するとともに、グループ経



営および社会との信頼関係を強化し、企業の社会性・透明性の向上を目指すうえで、当社としては、現在の監査役・監査役会による監査機能が現
状では不可欠である認識しており、上記体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法定期限(定時株主総会開催日より２週間前迄に発送)より１週間前に発送しております。
また、発送前の当社ＨＰでの開示も2016年3月開催の株主総会より開始しております。

電磁的方法による議決権の行使 2007年3月開催の株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2011年3月開催の株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の英語版を当社ウェブサイト等に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

国内においては、四半期毎の決算公表後に決算説明会を開催し、機関投資
家、アナリスト等に決算概要、経営方針、中期経営計画の進捗状況等を説明
することに加えて、個別ミーティングや取材の場を適宜設けております。このよ
うな活動を通して、当社へのご理解を高めて頂くよう努めております。

あり

IR資料のホームページ掲載

IR資料のホームページ掲載 当社は、HP上にIR情報に関するページを設け、下

記IR資料等を、日本語のみならず可能な限り英語でも同時に掲載することで、
投資家間格差をなくすように努めております。

１　財務ハイライト

２　決算短信（期末・中間・四半期）

３　アニュアルレポート

４　有価証券報告書、半期報告書

５　ファクトブック

６　株主通信（中間・期末）

７　株式・格付・社債情報

８　定時株主総会招集通知

９　IRカレンダー

IRに関する部署（担当者）の設置 広報部と経理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は各ステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく、「企業行動基準」のひとつと
して「社会的規範の遵守」を掲げ、その前提となるコンプライアンスの徹底・浸透に努めて
おります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社では、当社グループの環境保全およびCSRに関する活動を推進・指導しております。
これらの活動の成果を「CSR報告書」として取り纏め、当社HPにおいて公開しております。
また、グループのCSR活動全般における行動基準を明確にし、社会的価値追求の経営をさ
らに加速させていく必要があるとの考えから、「住友ゴムグループ　CSR活動基本理念」を
平成20年2月に策定いたしました。この理念のもと、グループ全社でCSR活動の拡充に努
めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「CSR報告書」の編集方針において、コンプライアンス等の社会的側面の報告を充実させ、
ステークホルダー別に情報提供を行う旨を記載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下のとおり当社グループ（当社および会社法第2条第3号に定める子会社）の業務の適正を確保するために必要な体制(以下、内部統
制システムという。)を整備する。

なお、今後とも内部統制システムの一層の充実を図るものとし、下記の内容を見直す場合には当社取締役会に付議する。

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社文書管理規定に従い、起案決裁書等、取締役の職務の執行に係る情報を記録し、適切に管理する。当社取締役および当社監査役は、これ
らの記録を随時閲覧できるものとする。

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす恐れのある品質、法律、環境、与信、事故、災害等の経営リスクについては、当社グループ全
体のリスク管理について定めるリスク管理規定に基づき、それぞれの担当部署および各子会社において事前にリスク分析、対応策を検討し、当社
の経営会議等で審議する。リスク分析・対応策の検討に当たっては、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求める。

　当社グループ横断的なリスクについては、当社管理部門の各部が、それぞれの所管業務に応じ関連部署および各子会社と連携しながら、グ
ループ全社としての対応を行う。

　リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスク管理活動を統括し、リスク管理体制が有効に機能しているか適宜調査・確認する。

　当社グループにおいて重大なリスクが顕在化し、または顕在化が予想される場合には、危機管理規定にもとづき、当社社長が危機管理本部を
設置する。

(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役や管理職等の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、当社では職制および業務分掌規定において担当部署、職務権限および各組
織の所管業務を定め、各子会社にもこれに準拠した体制を構築させる。

　また、当社では執行役員制を採用し、環境変化や顧客ニーズに応じた機動的な事業運営を行う体制とする。

　なお、各部門・各子会社の業績や効率性については、中期経営計画等を策定するとともに、予算会議において目標を設定(目標は四半期ごとに
見直す)し、グループ業績会議において月次単位で達成状況を報告させ、把握・分析する。

　当社グループの業務全般においてITの活用を推進し、職務執行の効率化を図る。

(4)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　住友ゴムグループの企業理念、住友ゴムＷＡＹ、企業行動基準や各種コンプライアンス・マニュアルの当社グループ全体への浸透に努めるほ
か、経営トップの指針を明示して、法令遵守、企業倫理の維持が経営の根幹をなすものであることを当社グループ全体に徹底する。

　当社社長を委員長とする企業倫理委員会において、当社グループ横断的なコンプライアンス・リスクの把握、分析および評価、研修の企画・実
施、違反事例に係わる原因の究明や再発防止策の立案およびそれらの当社グループ内への周知徹底を行う。

　企業倫理ヘルプラインを設置し、企業倫理上疑義のある行為等について、当社グループの従業員等が直接通報・相談できる体制とする。企業倫
理ヘルプラインに寄せられた情報については、企業倫理委員会において、状況把握を行い、必要な対策をとるものとする。

住友ゴムグループの企業行動基準に、反社会的勢力との関係を一切遮断することを規定し、反社会的勢力からの一切の要求を拒絶する体制と
する。

(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制　

　当社の所管部署は子会社各社の業績等の目標およびその達成状況について各子会社の取締役等から定期的に報告を受けるとともに、関係会
社管理規定に基づき、当社の経営会議、取締役会に付議すべき事項やリスク管理、コンプライアンス等に関する一定の事項について適宜報告を
受け、または必要により当社と協議する体制をとるものとする。

(6)財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法および金融庁が定める評価・監査の基準ならびに実施基準に沿った内部統制システムの整備を進め、当社グループの財務報告
の適正性を確保するための体制の一層の強化を図る。

(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社監査役の業務を補助すべき専任者として監査役付を配置し、もっぱら当社監査役の指揮命令に従うものとする。

　また、監査役付の人事異動、人事評価に際しては、あらかじめ監査役会に意見を求めるものとする。

(8)取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　当社常勤監査役は当社の経営会議その他の重要な会議に出席し、当社グループの状況を適切に把握することとする。

　リスク管理上重要な事項等については、当社グループの取締役または部門長等から適宜当社監査役に報告する体制とする。

　企業倫理ヘルプラインに通報された事項 (軽微なものを除く。)は、当社監査役会に報告する。当社グループ各社を適用対象とする企業倫理取り

組み体制に関する規定において、企業倫理ヘルプラインへの通報者に関する事項の守秘、通報者への不利益な取り扱いの禁止をする等、当社
監査役へ報告したことを理由とした不利益な取り扱いを禁止する体制とする。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社監査役が当社グループの取締役または部門長等からヒアリング等を行う機会を適宜確保する。

　当社監査役の職務執行について生ずる合理的な範囲の費用については、臨時での出費を含め、当社に精算を請求できる体制とする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては、弁護士や警
察等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

２．反社会的勢力からの不当な要求があった場合、対応統括部署である人事総務部の不当要求防止責任者を窓口とし、早い段階で上記外部機



関等と連携をとり、適切な指導を受ける体制としている。また、これらの対応方法は企業行動基準において定めている。

３．不当要求防止責任者は、普段から外部機関等と連絡をとり、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、必要に応じて人事総務部が適宜社内
に展開することとする。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図は参考資料のとおりです。

当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に
立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適
時適切な提供について真摯な姿勢で臨みます。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

具体的には、「決定事項に関する情報」、「発生事実に関する情報」、「決算に関する情報」それぞれの場合における情報伝達体制を制定するとと
もに、情報の適時開示を円滑に図るよう社内で徹底し、投資者の視点に立った迅速、正確かつ公正な会社情報の適時適切な提供について真摯な
姿勢で臨むことを心掛けています。

１．適時開示に関する基本方針

当社は、コンプライアンスの観点からも、適時開示規則の遵守は上場企業としての責務であり、適時・適切に投資判断に関する情報を提供するこ
とにより、公正な株価の形成、ひいては投資者からの信頼を高めることができるものと考えております。適時開示にあたりましては、迅速、公平、正
確な情報の開示に努めるようにしております。

２．情報取扱責任者および適時開示担当部門

当社の情報取扱責任者には、広報部担当役員が就いております。

また、当社の適時開示は、広報部が担当しております。広報部は、各部並びに各子会社（以下、「各部門」）からの情報窓口となり、情報取扱責任
者を補佐しております。

なお、開示資料の作成および開示作業等は、広報部からの情報にもとづき、経理部で担当しております。

３．公表手順、情報伝達体制

（１）　各部門長は、自部門（準ずる部門や所管する子会社も含む）に関し、インサイダー情報および証券取引所が定める重要な会社情報が発生す
る可能性を認めた場合、各担当役員に連絡すると同時に情報取扱責任部門である経営企画部に連絡する。

（２）　広報部は、当該部門、経理部、人事総務部、法務部等の関係部門と協議の上、公表の必要性、公表時期、公表内容、公表方法等を検討し、
決定する。

（３）広報部は、上記の決定に従い、当社に係る事項の内「決定事項に関する情報」については取締役会決議後速やかに、「発生事実に関する情
報」、「決算に関する情報」については遅滞なく開示手続きをとる。

また、「子会社に係る重要な情報」についても、これに準じて取り扱う。




